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ュ
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全
関
労 

安
倍
政
権
の
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」 

一
昨
年
（
２
０
１
８
年
）
６
月
に
強
行
成
立
さ
れ
た
「
働
き
方
改
革
関

連
法
」
（
以
下
「
関
連
法
」
）
の
一
部
（
残
業
時
間
上
限
規
制
・
高
度
プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
労
働
制
度
な
ど
）
が
昨
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
、
今

年
４
月
か
ら
は
安
倍
政
権
が
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
を
吹
聴
す
る
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
な
ど
が
施
行
さ
れ
る
。
同
時
に
公
務
非
正

規
労
働
者
に
対
す
る
「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
」
も
施
行
さ
れ
る
。「
関

連
法
」
が
相
次
い
で
施
行
さ
れ
る
中
で
、
今
後
は
そ
の
実
体
化
と
対
決
す

る
職
場
で
の
攻
防
が
焦
点
と
な
る
。 

安
倍
政
権
の
「
働
き
方
改
革
」
は
そ
の
経
済
政
策
―
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」

の
核
心
で
も
あ
る
。
今
後
も
「
働
き
方
改
革
」
を
旗
印
と
し
た
「
生
産
性 

 

非
正
規
差
別
の
正
当
化
・
固
定
化
ゆ
る
す
な 

向
上
」
攻
撃
、
す
な
わ
ち
、
労
働
者
を
徹
底
的
に
搾
取
・
収
奪
す
る
法

制
度
の
整
備
と
体
制
づ
く
り
が
推
進
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

同
時
に
職
場
に
お
け
る
労
働
者
・
労
働
組
合
の
抵
抗
を
封
じ
込
め
、

解
体
す
る
攻
撃
と
し
て
時
代
を
画
す
る
関
西
生
コ
ン
へ
の
刑
事
弾
圧

が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
仮
処
分
間
接
強
制
・
損
害
賠
償
な
ど
の
民

事
弾
圧
も
強
化
さ
れ
て
い
る
。 

ま
さ
に
「
働
き
方
改
革
」
な
る
も
の
は
労
働
者
・
労
働
組
合
の
権
利

を
奪
い
尽
く
し
、
資
本
の
奴
隷
と
し
て
搾
取
・
収
奪
・
抑
圧
を
欲
し
い

ま
ま
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
働
き
方
改
革
」
と
の
対
決
は
、
労
働
者
・

労
働
組
合
に
と
っ
て
一
義
的
課
題
で
あ
る
。 
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パ
ワ
ハ
ラ
・
セ
ク
ハ
ラ
を
な
く
そ
う
！
職
場
に
人
権
確
立
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
邦
大
学
大
橋
病
院
分
会 

 

大
橋
病
院
で
は
昨
年
末
に
新
た
に
組
合
加
入
し
た
仲
間
と
共
に
「
大

橋
病
院
分
会
」
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
10
年
前
に
「
偽
装
請
負
」

の
是
正
を
取
り
組
む
中
で
３
年
の
有
期
雇
用
か
ら
無
期
直
接
雇
用
を

か
ち
と
っ
た
。
し
か
し
、
懲
り
な
い
法
人
は
再
び
派
遣
を
導
入
し
た
が
、

昨
年
３
月
末
で
雇
止
め
に
な
る
派
遣
労
働
者
が
組
合
に
加
入
し
、
３
人

の
派
遣
労
働
者
を
法
人
の
直
接
雇
用
の
正
規
職
員
と
し
て
雇
用
を
確

保
さ
せ
た
。
法
人
は
年
度
替
わ
り
に
偽
装
請
負
の
是
正
で
無
期
雇
用
と

な
っ
た
看
護
補
助
者
・
事
務
ク
ラ
ー
ク
に
適
用
除
外
し
て
い
た
60
歳

定
年
制
・
再
雇
用
を
提
案
し
て
き
た
。
し
か
も
交
渉
継
続
中
の
議
題
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
団
交
メ
ン
バ
ー
が
全
員
入
れ
替
わ
っ
た
た
め

交
渉
議
題
で
あ
る
こ
と
も
認
識
に
な
か
っ
た
。
組
合
の
抗
議
で
団
交
議

題
を
再
確
認
し
た
が
「
高
齢
者
」
の
雇
用
と
生
活
保
障
を
さ
せ
る
た
め

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。 

現
在
政
府
は
「
70
歳
就
業
法
案
」
を
提
出
し
て
い
る
が
、
法
人
の

よ
う
に
低
賃
金
で
さ
ら
に
再
雇
用
で
賃
金
が
半
減
さ
れ
る
と
た
ち
ま

ち
生
活
が
で
き
な
く
な
る
。
「
高
齢
者
」
の
「
兼
業
」
な
ど
恐
ろ
し
い

働
き
方
改
革
を
許
さ
ず
職
場
を
基
軸
に
闘
っ
て
い
き
た
い
。 

 
ま
た
、
昨
年
３
月
に
前
看
護
部
長
に
よ
る
組
合
員
へ
の
パ
ワ
ハ
ラ
の

謝
罪
と
職
場
環
境
・
人
間
関
係
の
改
善
を
果
た
す
べ
く
交
渉
を
お
こ
な

っ
て
き
た
が
、
ほ
と
ん
ど
歯
牙
に
も
か
け
ず
「
ま
だ
続
い
て
い
る
の
か
」

と
と
ぼ
け
た
回
答
を
し
て
い
る
。
無
責
任
な
法
人
と
前
看
護
部
長
に
責

任
を
取
ら
せ
る
た
め
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
パ
ワ
ハ
ラ
や
嫌
が
ら

せ
で
疲
弊
し
て
い
る
労
働
者
が
多
い
中
で
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。 

 

会
計
年
度
で
ク
ビ
に
す
る
な
！
労
働
者
・
患
者
の
権
利
を
守
ろ
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

松
戸
市
立
病
院
分
会 

 

松
戸
市
立
病
院
は
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
を
強
行
す
る
た

め
１
月
の
団
交
で
「
や
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
」
と
一
方
的
通
告
を
し
て

以
降
、
制
度
導
入
に
向
け
て
手
続
き
を
進
め
て
い
る
。
説
明
会
や
面
談

で
、
パ
ー
ト
労
働
者
に
は
「
改
め
て
会
計
年
度
任
用
職
員
に
任
用
さ
れ

る
」
と
い
う
理
由
で
「
選
考
申
込
書
」
を
提
出
さ
せ
た
。
フ
ル
タ
イ
ム

の
労
働
者
に
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
し
か
採
用
し
な
い

と
雇
用
契
約
の
変
更
を
迫
っ
た
。
外
来
職
場
で
職
員
有
志
の
雇
用
の
継

続
な
ど
を
求
め
る
「
要
望
書
」
を
出
し
た
こ
と
か
ら
病
院
は
職
場
の
抵

抗
を
抑
え
込
も
う
と
し
て
い
る
。
在
職
者
の
賃
金
は
現
給
保
障
さ
せ
た

が
一
時
金
支
給
は
す
で
に
か
ち
と
っ
て
い
る
の
で
パ
ー
ト
労
働
者
か
ら

は
「
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
」
と
批
判
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。
引
き
続
き

労
働
条
件
改
善
、
有
期
雇
用
廃
止
を
め
ざ
し
て
闘
っ
て
い
く
。 

 
 

ま
た
現
在
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
を
心
配
し
て
外
来
受

診
が
急
増
し
て
い
る
。
病
院
は
「
危
機
管
理
」
を
強
め
毎
日
の
よ
う
に

感
染
対
策
を
変
更
し
て
い
る
が
、
感
染
防
止
策
が
後
手
に
ま
わ
っ
て
い

る
中
で
院
内
感
染
対
策
は
必
須
で
あ
る
。
慢
性
的
人
員
不
足
に
輪
を
か

け
て
年
度
末
に
は
退
職
者
も
多
く
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
強

行
は
労
働
者
に
も
患
者
に
も
多
大
な
犠
牲
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

患
者
数
だ
け
を
み
て
フ
ル
タ
イ
ム
パ
ー
ト
は
い
ら
な
い
と
判
断
し
た
病

院
に
労
働
者
・
患
者
（
市
民
）
の
安
全
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
組

合
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
申
し
入
れ
」
を
お
こ
な
い
医
療

労
働
者
の
責
任
と
し
て
感
染
防
止
と
労
働
者
・
患
者
の
権
利
を
守
る
た

め
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
し
て
い
る
。 
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労
働
実
態
、
就
業
規
則
や
関
連
諸
規
程
を
分
析
し
て
非
正
規
労
働

者
に
対
す
る
不
当
・
不
合
理
・
不
法
な
差
別
を
え
ぐ
り
出
し
、
労

働
運
動
が
歴
史
的
に
追
求
し
て
き
た
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
を

目
指
し
て
取
り
組
ん
で
い
こ
う
。 

※
（
１
）
基
本
給
（
①
能
力
又
は
経
験
に
応
じ
て
支
給
す
る
も
の
②
業
又

は
成
果
に
応
じ
て
支
給
す
る
も
の
③
勤
続
年
数
に
応
じ
て
支

給
す
る
も
の
④
昇
給
） 

（
２
）
賞
与 

（
３
）
手
当
（
①
役
職
手
当
②
特
殊
作
業
手
当
③
特
殊
勤
務
手
当
④
精 

皆
勤
手
当
⑤
時
間
外
労
働
手
当
⑥
深
夜
労
働
手
当
、
休
日
労
働 

手
当
⑦
通
勤
手
当
、
出
張
旅
費
⑧
食
事
手
当
⑨
単
身
赴
任
手
当

⑩
地
域
手
当
） 

（
４
）
福
利
厚
生
（
①
福
利
厚
生
施
設
②
転
勤
者
用
住
宅
③
慶
弔
休
暇
、

健
康
診
断
に
伴
う
勤
務
免
除
、
受
診
時
間
に
係
る
給
与
の
保
障

④
病
気
休
暇
⑤
法
定
外
の
有
休
の
休
暇
そ
の
他
の
法
定
外
の

休
暇 

（
５
）
そ
の
他
（
①
教
育
訓
練
②
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置
及
び
給
付
） 

 

職
場
実
態
・
諸
規
程
を
総
点
検
し 

不
当
・
不
合
理
・
不
法
な
差
別
と
対
決
し
よ
う 

  

 

ま
た
、
待
遇
差
の
内
容
や
そ
の
理
由
の
説
明
は
義
務
化
さ
れ
る
が
、

説
明
は
上
記
①
、
②
の
基
準
・
内
容
に
基
づ
い
て
行
う
と
し
て
、
説
明

す
べ
き
事
項
と
し
て
「
待
遇
差
の
内
容
」
及
び
「
待
遇
差
の
理
由
」
を

挙
げ
て
い
る
。
説
明
に
当
た
っ
て
は
「
資
料
を
活
用
し
て
口
頭
で
説
明

す
る
こ
と
が
基
本
」
と
し
て
書
面
で
の
説
明
を
義
務
化
せ
ず
、
文
書
を

作
る
場
合
に
は
参
考
に
と
厚
労
省
が
作
成
し
た
説
明
書
モ
デ
ル
様
式

を
記
載
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
行
政
に
よ
る
履
行
勧
告
措
置
及
び
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続

（
行
政
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
活
用
を
促
進
す
る
と
し
て
い
る
。
行
政
Ａ
Ｄ
Ｒ
は

労
使
の
紛
争
を
裁
判
以
外
の
方
法
で
解
決
す
る
手
続
き
で
あ
り
、
①
都

道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
紛
争
解
決
の
援
助
、
②
均
衡
待
遇
調
停
会
議

に
よ
る
調
停
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
労
使
紛
争
の
裁
判
（
判
決
）

や
労
働
委
員
会
（
命
令
）
と
い
う
強
制
力
を
持
っ
た
手
続
き
へ
の
提

訴
・
申
し
立
て
を
抑
制
し
、
労
使
紛
争
の
社
会
的
拡
大
、
労
働
組
合
へ

の
組
織
化
を
防
止
せ
ん
と
す
る
も
の
だ
。 

 

以
上
の
よ
う
に
安
倍
政
権
の
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
な
る
も
の
は

非
正
規
労
働
者
差
別
を
容
認
・
固
定
化
を
画
策
す
る
も
の
だ
が
、
「
同

一
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
項
目
は
基
本
給
、
賞
与
、
手
当
、
福
利

厚
生
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
（
下
記
※
参
照
）
。
職
場
に
お
け
る 

 

★
コ
ロ
ナ
対
策
に
名
を
借
り
た
「
緊
急
事
態
」
反
対
！
緊
急
行
動 

３
月
９
日
・
10
日
14
時
～
17
時 

主
催
：
都
教
委
包
囲
ネ
ッ
ト 

衆
院
第
２
議
員
会
館
前
に
集
ま
ろ
う 

 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」
対
策
に
よ
る
解
雇
を
ゆ
る
す
な
！  

  

３ 
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パ
ー
ト
・
有
期
労
働
法
の
改
定
点
を
踏
ま
え
具
体
例
を
あ
げ
て
企
業
に

そ
の
対
策
（
合
理
的
な
非
正
規
差
別
政
策
の
展
開
）
を
行
う
よ
う
に
促

す
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
７
つ
の
業
界
版
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。 

「
合
理
的
差
別
待
遇
」
を
容
認
す
る 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法 

  

 

「
関
連
法
」
の
一
部
、
安
倍
政
権
が
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
を
呼

号
す
る
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
」
（
以
下
「
パ
ー
ト
・

有
期
労
働
法
」
）
、
改
定
労
働
者
派
遣
法
が
こ
の
４
月
か
ら
施
行
さ
れ

る
（
中
小
企
業
は
来
年
２
０
２
１
年
４
月
施
行
）
。
パ
ー
ト
・
有
期
労

働
法
は
パ
ー
ト
労
働
法
と
労
働
契
約
法
を
再
編
・
改
定
し
た
も
の
で
、

そ
の
主
な
改
定
点
は
①
不
合
理
な
待
遇
差
を
解
消
す
る
た
め
の
規
定
の

整
備
、
②
労
働
者
に
対
す
る
待
遇
に
関
す
る
説
明
義
務
の
強
化
、
③
行

政
に
よ
る
履
行
勧
告
措
置
及
び
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
（
行
政
Ａ
Ｄ
Ｒ
）

の
規
定
の
整
備
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
労
働
者
派
遣
法
に
も
盛

り
込
ま
れ
た
。 

 

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（
２
０
１
６
年
12
月
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
「
正

規
と
非
正
規
の
不
合
理
な
差
別
待
遇
を
禁
止
」
を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ

の
狙
い
は
「
正
規
と
非
正
規
の
合
理
的
な
差
別
待
遇
は
容
認
」
す
る
も

の
で
あ
り
、
非
正
規
労
働
者
差
別
を
容
認
・
固
定
化
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

今
年
４
月
施
行
を
前
に
し
て
厚
労
省
は
昨
年
３
月
、
上
記
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
業
界
ご
と
に
具
体
化
し
た
「
不
合
理
な
待
遇
解
消
の
た
め
の
点

検
・
検
討
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
（
以
下
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
）
を
作
成
し
て
実 

施
に
備
え
て
い
る
。
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
引
き
継
ぎ
、 

厚
労
省
マ
ニ
ュ
ア
ル
は 

差
別
労
務
政
策
を
追
認
す
る
も
の
だ 

 

 
 

「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
お
け
る
「
均
等
待
遇
」
の
基
本
は
①
職
務
の
内

容
、
②
職
務
の
内
容
・
配
置
の
変
更
の
範
囲
が
同
じ
場
合
は
、
差
別
的

取
り
扱
い
は
禁
止
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
①
の
職
務
の
内
容
と

は
「
業
務
の
内
容
」
と
「
責
任
の
程
度
」
と
し
て
お
り
、
②
に
つ
い
て

は
「
業
務
の
内
容
と
責
任
の
程
度
」
の
変
更
と
配
置
の
変
更
（
異
動
・

転
勤
）
の
範
囲
が
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

し
た
が
っ
て
①
、
②
が
異
な
る
場
合
は
待
遇
差
（
差
別
的
取
り
扱
い
）

は
容
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
均
衡
待
遇
」
で
は
①
職
務
の
内

容
、
②
職
務
の
内
容
・
配
置
の
変
更
の
範
囲
、
③
そ
の
他
の
事
情
を
考

慮
し
て
不
合
理
な
待
遇
差
を
禁
止
す
る
と
し
て
い
る
が
、
「
そ
の
他
の

事
情
」
と
し
て
、
成
果
、
能
力
、
経
験
、
合
理
的
な
労
使
の
慣
行
、
労

使
交
渉
の
経
緯
を
挙
げ
て
い
る
。
対
象
と
な
る
待
遇
は
、
基
本
給
、
賞

与
、
手
当
、
福
利
厚
生
、
そ
の
他
と
し
て
い
る
が
退
職
金
は
除
外
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
均
等
待
遇
」
や
「
均
衡
待
遇
」
の
基
準
は
、
非

正
規
差
別
に
貫
か
れ
た
現
行
の
労
務
政
策
を
追
認
す
る
も
の
だ
。 

２ 


